
質問回答書 

 

「奈良市本庁舎駐車場管理業務委託」一般競争入札に係る質問及び回答は以下の通りで

す。 

質問 回答 

仕様書についての質問 

【1ページ】 

(1)この入札は、現在有人で管理している

駐車場を無人化し、ナンバー認証方式のカ

メラで管理する方式に変更し、ゲートを設

置するということで間違いないですか。 

 

【3ページ】 

(1)出入口を通過する車両に大型車は含ま

れますか。 

 

【４ページ】 

(1) 入口にゲートを設置することとあり

ますが、設置理由、目的についてご教示く

ださい。 

 

(2)24 時間ゲートは稼働する仕様でしょ

うか。来庁利用のみに制限するのであれ

ば、夜間等はゲートを停止するのでしょう

か。 

 

(3)出口から不正入出庫等した場合の取り

扱いについてはどのようにお考えでしょ

うか。 

 

【５ページ】 

(1) 案内看板について、市役所利用者以外

の利用に対する罰則とありますが、罰則の

内容、対象者の基準・判断、車両利用者の

特定や罰金回収業務の運営負担について

 

 

(1) お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

(1)搬出入車両等があるために大型車を含みます。 

 

 

 

(1)不正入庫の抑制のため、入口にゲートを設置しま

す。 

 

 

(2)ゲートは 24時間稼働する仕様です。夜間等も、

停止しません（職員の利用があります）。 

 

 

 

(3)出口からの不正入出庫等（逆走）については、駐

車場台数の入出庫データに差がでるため、修正が必

要となります。 

 

 

(1) お見込みのとおりです。 

 

 

 



は貴市にて判断の上ご対応いただけると

いう認識でお間違えないでしょうか。 

 

(2)インターホンの設置とありますが、貴

市想定の設置位置と設置の目的について

ご教示ください。 

 

(3)バーキャッチャー設置は必須でしょう

か。 

 

(4)車両検知器についてどのようなものか

詳細をご教示ください。 

 

(5)カメラにて車両を管理できる場合、ル

ープコイルは不要でも良いでしょうか 

 

【６ページ】 

(1)所要時間別出庫台数の所要時間とは駐

車時間という認識でお間違えないでしょ

うか（駐車時間別出庫台数）。 

 

(2)月次報告について、webアクセス権限

の付与にて同様のものを提供いたします

ので、データ提出は不要とし、職員様が好

むタイミングで閲覧いただくことで対応

することは可能でしょう 

か。 

 

(3)特定車両公用車については、色を変更

ではなく除外登録を実施しデータから外

しても良いでしょうか。 

※回転率等正確なものが算出できないた

め 

 

(4)翌月１０日までに市へ提出とあります

が協議により、提出日を調整させていただ

 

 

 

(2)入口バー付近を想定しています。設置の目的とし

ては、機器故障や問合せがあった際に、庁舎管理上

必要なため、設置をお願いしています。 

 

(3)バーキャッチャーの設置は必須です。 

 

 

(4) 車両検知器とあるのは、車両センサー（ループ

コイル等）を動作させるための制御機器類です。 

 

(5)車番認証カメラのみで仕様書の条件を満たし運用

できる場合は可能です。 

 

 

(1) お見込みのとおりです。 

 

 

 

(2)月次報告については、特定車両は自動的に色を変

更する等して、容易に識別可能な状態にし、仕様書

に定められた報告（データ提出）をお願いします。 

 

 

 

 

(3)公用車の使用状況の把握も本業務の範疇であり、

特定車両は自動的に色を変更する等して、容易に識

別可能な状態にし、仕様書に定められた報告をお願

いします。 

 

 

(4)提出日の調整は協議により可能です。 

 



くことは可能でしょうか。 

 

(5)報告書の提出は、駐車場情報を WEB 

ブラウザでアカウントをお渡しさせてい

ただき、貴市でご確認いただく方法でよろ

しいでしょうか。 

 

(6) ③駐車台数及び回転数（時間帯別）に

ついて、時間毎の入出庫台数及び在車台数

は WEB 上で確認出来ますが、回転率は

日報・月報でご確認いただく形になります

がよろしいでしょうか。 

 

【８ページ】 

(1)契約期間中に駐車場が有料化される場

合があると記載がありますが、有料化の際

には、利用料金設定、管理料、売上帰属に

ついて再協議のうえ実施するという認識

でお間違えないでしょうか。 

 

(2)旧受注者は自ら設置した駐車機器を発

注者と協議した上で発注者又は新受注者

に譲渡することができるものとするとあ

りますが、協議内容により合意に至らなか

った場合は譲渡しないことも可能という

認識で良いでしょうか。 

 

 

(5)報告書の提出は、駐車場情報のデータを抽出し、

仕様書（６．（３）② 資料の提出等）に記載のとお

り取り纏めた状態でデータとして提出をお願いしま

す。 

 

(6) お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

(1) お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

(2) お見込みのとおりです。 

 

その他の質問 

(1)前回の落札業者を教えて下さい。 

 

 

(2)前回の落札金額を教えて下さい。 

 

 

(3)前回のこの入札と比べて仕様変更の有

無はございますか。ある場合はその詳細を

教えて下さい。 

 

(1)本業務は、本年度に初めて入札するものですの

で、前回の落札業者はございません。 

 

(2) 本業務は、本年度に初めて入札するものですの

で、前回の落札金額はございません。 

 

(3) 本業務は、本年度に初めて入札するものですの

で、仕様変更の概念はございません。 

 



 

(4)来庁利用と利用者じゃない方の判別に

ついてはどのように実施される予定でし

ょうか。 

 

(5) 委託料の上限金額についてご教示く

ださい。 

 

(4)長時間駐車車両や、多頻度の駐車車両について、

現行通り、資産管理課庁舎管理係（市保安員）で

の、警備・対応を行います。 

 

(5)予定価格は非公表となります。 

 

 

 

 

 

 

 


